
迷主芸を及ぼすことになる。したが って国鉄においては，貨物の

安全な輸送をJUJするため，貨111に対する高't~責限度を重量と ~~{

の 2 つの函で定めている。

l 重量の積載限度

(1) 一般貨物に対する積載限皮 貨111には必ずその貨車が負

担できる fJ'( il武重量の最高限度を ト γ数で明記しである。このト

ン数を貨車の傑記トン数という 。こ の傑記 ト γ 数はその:1:~111の

事軌 ・ ス プ リ ングその他の強度にもとづいて定められた政11貴重

お:の限度であるから ， し、かなる貨物もこの標記ト γ数以下に綴

載しなければならない。

(2) 火薬類に対する般紙限度 火楽類は強力な爆発性を有す

る最も危険な貨物であるから，干tit造 ・包装 ・ 取扱等について特

別な注意を製することはもち Jうんであるが，~車輸送に際して

も車軸の発熱，時計j動の際発する火花等から生ずる爆発の危険を

極力防止することが必裂である 。 このためには貨車の駁載能力

いっぱいに火薬を般紙せず， 多少の余裕をもたせた方が安全で

ある。こうした迎由から L火薬矧鉄道巡送規貝IJlで，火薬類の

蹴重量は貨耳切開 ト γ数のtをこえてはならないことにな
っ ている。

(3) 重i百貨物に対する積載限度 1 口 全体の貨物の}]!位が貨

I1ïの僚記ト γ数以内であっても，その荷重を前後または左右に

片寄って積載するときは，事取h ' トラック・車輪・スプ リング

等の負担限度をこえた荷重がこれらにかかってく るため， 1 口

の貨物の重量が僚記トン数をこえている場合と同綴に，スプリ

γグの折損 ・ 耳工科lの発熱などの事故を起すおそれがある。した

がってすべての貨物は貨車床開上に均衡に負担させるように絞

放することが必要である。とくに貨車の傑記トン数の 5 分の 3

を こえるような重重t品を，大物事以外のポギー貨車の中央官11に

駁載する i場合は，貨111の床面上における荷重負担聞の長さが，

jヨ111に対して縦の方向(列率の進行方向)において，つぎの制限

を下ることは許されなし、。

1 悩または 1 口 の重量 荷量負担菌の長さ

貨車標記トン数の?をこえるもの 5 m 以上

士をこえるもの 7 m 以上
2 容般のfi'(1隙限度

有がい貨車に貨物を~~まする Ji);l合は貨物の幅 ・ 長 さお

よび高さは貨車自体の構造のため自然に制限を受けるの

で， :ïJï休外に突出することはない。 事!\がい質事に貨物を

WOI置する場合は ， 1'{1ドの憐造上からは自然的な絞載制限

がないために， 積載してよい限度をこえて積載したとき

には，鉄道線路の周囲にある跨線橋， 橋梁，隆道(ずい

どう)，上家， 電柱， 転轍(てんてつ)探等の建築物と接

触する危険があるので，その百貨放についてはつぎの制限

が設けられている。

(1) 貨物の幅および長さについての積松制限 無力旬 、

貨車に積載する貨物の閥および長さは， その貨車の側板

および妻板があるものは，これをも っ て阻まれた立方体

内に収容できる範閣内であることが必要であり ， 側板お

よび妻板のない貨車に積載する場合は，その貨車の床間

上に，その床板を底部とする立方体内に収容できるもの

でなければならない。

(2) 貨物の高さについての積載制限 無がい貨車に店主

載する貨物の高さは，貨車に標記されている掌貨物依i抜

高以内に納まらなければならない。しかし屋根形 (列司王

の進行方面に向って断面を見ると上部が二等辺三角形と

かも っせきさ

なる形)に総裁する場合には ， }~ Ilïの 1' ~:'\iIにおける i;ι" さを隙

記高~ l~ j~':j よりも O.3 m まで趨泌総』紋し， そのかわりにその超過

高に等しいだけ貨物両側1Iにおける貨物の両さを際記債紋尚より

低下 した直線内に政放する ことが認められている。

(3) かつ大貨物の政i依限界 JJ;t flIJ的自主 . 1主制限は上記のと おり

であるが， その ftl1依 H~J IIHのうち慨お よび百五 さについては，車両

限界までにまだ余総があり， 本車両限界と建築限界との|尚にも

いくらかの余裕があるので， 場合に よ っては制限を超過して政

載しでも ， 述送区間によりまた超過の程度によって ìill送は可能

である。したがって国鉄では原則的依救制|肢をこえる貨物およ

び大物事に絞殺する貨物の絞放限界について特箆貨物運送手絞

首~5 条の別表に定めがあり，第 1 から白1\ 5 貨物絞殺限界に分か

れている。これらの貨物は臨時約束貨物であって図にその限界

を示す。

第 1 から第一 3 貨物符lllR限界は鉄道管理局長の権限事項であり ，

その他は駅長かぎりで引受けることができる。図中で闘のピァ

チは約 IOOmm とな っているが， こ れは第 l 総i 小限界 (2 ，950 mm)

にそって作られた寸法であり， ト郎両 JJlI/ (軌条l宣l上 1 ，OOO mm

付近)が急に狭いのはホ ー ムおよび柱、徽(てんてつ)際識等をさ

けるためである。また上部の 1111線は建築|限界にそ っ て定められ

たピ y チである。これらの限界を設けたl1H iJJは運送される区間

の状況(建築限界内に大部分支障物がある) により ，貨物の大き

さも 当然制限され輸送の目安として区分して定めたものである。

こ の貨物積載限界を利m してJill送される 1~物は ホ かつ大貨物

と称せられ大型か霊盆品である。

実際輸送する場合はさらに貨物の大きさと貨物 fjt 11ま限界 と に

上下は 50mm ， 左右は lOOmm の F リアラ γ スを設けるこ とに

より 輸送線区への支障物との間の安全j止の目安としている。こ

の数値はE見事試験と 青m上の結卦とから考!置されたものでかな り

安全側にとられたものである 。ー」貨物量lü，(の訓泊。(加藤礼三 ・

氷弁卯三郎)
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